
宮古島市職員の人事行政の運営等の状況に関する条例第４条の規定により公表します。

1 職員の任免及び職員数等に関する状況
　(1) 職員の採用状況
　　ア 職種別採用者数

　　イ 職員採用候補者試験の実施状況(令和元年度)

　(2) 退職者の状況
　　事由別退職者の数(令和元年度)

　(3) 部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
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　　ア 年齢別職員数の状況(令和2年4月1日現在)

　　イ 全職員の平均年齢(各年4月1日現在)

 
2 職員の給与の状況
  (1) 人件費の状況(普通会計決算)

  (2) 職員給与費の状況(普通会計決算)

  (3) ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

　(4) 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況

　(5) 職員の初任給の状況(令和2年4月1日現在)

　(6) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(令和2年4月1日現在)

　(7) 一般行政職の級別職員数の状況(令和2年4月1日現在)

　(8) 職員手当の状況(令和2年4月1日現在)
　　期末・勤勉手当

役職加算5～15% 役職加算5～15%

1級

主事

2級
主任主
事外

52人64人
14.2%

本市

37人
8.2%

5級

補佐

平均給与月額
312,667円

-

区分

令和元年度

歳出額
A

44,297,536千円

住民基本台帳
人口(年度末)

55,043人

43.4歳

参考

421,740千円

区分
48歳
～

51歳
80人

100.0%4.9%

計

～

58歳
74人

係長外

56人 450人

職員数
A 給料

5,744千円

～

43歳

B
5,555,364千円

人件費率

技能労務職

人件費

178人

68人

309,026円
329,433円

国

355,446円
－円

経験年数20年
326,300円
295,400円

経験年数15年

部長

182,200円
150,600円

決定初任給

20人

39.6%

一般行政職

4級

令和元年度 629人 2,281,661千円

平成29年度

50.9歳

－

7級

22人

平均給料月額

職制上の段階、職務の級等による加算措置

職員数

国

区分

区分

一般行政職

区　分

～

31歳

286,100円
258,100円高校卒

採用2年経過日
給料額

経験年数10年
246,300円
216,200円

　　期末手当　　　勤勉手当
 　 2.60月分　　　1.9月分
(加算の状況)
職制上の段階、職務の級等による加算措置

(令和元年度支給割合)

193,900円
158,900円

6級

課長

41人
9.1%

92.2%

　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す
指数である。

 平均年齢
58.3歳

令和元年度

一般行政職
大学卒
高校卒

大学卒

 平均年齢
43.7歳

92.9%

平均給料月額
310,833円
287,312円

区分

標準的な職務内容

～

令和元年度
42.8

本市
平均給与月額

3級

主査外

1,445,693円
1人当たり平均支給額(令和元年度)

12.4%構成比 11.6%

(令和元年度支給割合)

　  2.60月分　　　1.9月分
(加算の状況)

　　期末手当　　　勤勉手当

平均年齢

平成28年度

20歳
未満
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区分
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～
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34人
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42.8
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平成27年度

職員手当

93.8%

12.54%

計
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93.9%
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期末・勤勉
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計
B
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93.9%

B／A
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～
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一人あたり給与費

35歳

28歳
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1,830,722千円
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　　退職手当

その他の加算措置 その他の加算措置
　定年前早期退職の特例措置　2～20%加算 　定年前早期退職の特例措置　2～20%加算
1人あたり平均支給額       　　16,745千円 1人あたり平均支給額         －

　　特殊勤務手当

　　時間外勤務手当

　　その他手当(令和2年4月1日現在)

　(9) 特別職の報酬等の状況(令和2年4月1日現在)

 　1.7月分660,000円

同

異

－

－

扶養親族のいる職員に支給

通勤距離が2km以上で自動車等を利用し
ている職員

830,000円
区分

市 長
副 市 長

借り受け

従事した日

勤続25年
勤続35年 47.70900月分

定年等
24.586875月分
33.27075月分

支給単価

社会福祉業務に従事する現業員、面接員、介護支援員及び
その指導監督を行う職員(課長補佐、保護係長、地域生活
支援係長、自立支援給付係長、査察指導員)

1日につき

1時間

2,000～
31,600円

同

自己都合
勤続20年

消防救急車に乗務する救急救命士以外の職員

1,000円

3,000円

1回につき

300円

47.7090月分

13,425千円
10種

支給実績(平成31年度決算)
手当の種類

勤続25年
勤続35年
最高限度額

24.586875月分

災害対策要員勤務手当

平成30年度

令和元年度

28,000円まで

6,500円

住居を借り受けしている職員に支給

1日につき

主な支給対象業務及び支給対象職員

潜水作業に従事する職員
消防救急車に乗務する救急救命士

　　(注)　退職手当の1人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額で
          ある。

感染症防疫作業手当 1件につき

1回につき

1回につき
1件につき

1回につき

手当の名称

緊急消防援助隊手当

区　分

扶養手当

福祉事務従事手当

1件につき
従事した日

250円

250円

国の制度
と

内　　容

　 1.7月分

徴税手当 市税の徴収事務又は滞納整理に従事する職員

火災出動手当

消防救急救助出動手当

支給実績

住居手当

通勤手当
通勤距離に応じて

　2,300～26,200円

6,500円
10,000円

16歳から22歳の子1人につき
5,000円の加算

手当額(月額)

その他

１日につき
消防本部及び消防署に勤務する職員が消防組織法(昭和22
年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊と
して災害が発生した市町村に出勤し、当該市町村において
消防の応援又は支援の業務に従事した職員

3000円

国の制度
との異動

300円

火災時に現場出動(原因調査も含む)した職員

従事した日

39.7575月分
28.0395月分

勤続20年
(支給率)

19.6695月分

(令和元年度支給割合)

12月期  　1.7月分
計    3.4月分

潜水作業手当

19.6695月分

89,290千円
138千円

116,934千円
221千円

   3.4月分

常任委員長
議会運営委員長

351,000円
351,000円

(令和元年度支給割合)
給料月額等

計

期末手当の支給割合

 6月期
12月期

配偶者
子等

職員1人当たり支給年額
支給実績
職員1人当たり支給年額

議 長
副 議 長

議 員

415,000円
 　1.7月分363,000円

342,000円

 6月期

救助出動に従事した職員

感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は汚
染の疑いのある場所の消毒に従事する職員

行旅死亡人又は白骨を取扱う職員

宮古島市地域防災計画に基づく災害対策要因として、消防
活動及び災害救助活動等に従事した職員

定年等(支給率)

300円
1件につき

宮古島市地域防災計画に基づく災害対策要員として、勤務
を命ぜられた職員
沖縄県消防指令センターに勤務する職員については、各種
災害警報発令時から解除までの間に、特に当該災害事案対
応のために勤務を命ぜられた職員

行旅死亡人と白骨処理
手当

100円

200円

28.0395月分
39.7575月分

33.27075月分
47.70900月分
47.70900月分 47.7090月分 47.70900月分最高限度額

自己都合

災害対策要因活動手当

1,000円

1,000円



3 公営企業職員の状況
　(1) 職員給与費の状況

　(2) 職員給与費の状況(会計決算)

　　　(注)　職員手当には退職手当を含まない。

　(3) 職員手当の状況(令和2年4月1日現在)
　　期末・勤勉手当

役職加算5～15% 役職加算5～15%
　　退職手当

　定年前早期退職の特例措置　2～20%加算
1人あたり平均支給額 
　　　(注)　退職手当の1人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る
　　　　　　職員に支給された平均額である。

　　特殊勤務手当

　　時間外勤務手当

4 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
　(1) 一般職員の勤務時間状況(平成31年4月1日現在)

　(2) 職員の年次休暇の取得状況(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

　(3) その他の休暇取得状況(令和元年度)

(参考)昨年度の
総費用に占める
職員給与比率

B／A
6,962千円

15.55%

47.70900月分

24,068日

種類
出産休暇

取得者数

　　期末手当　　　勤勉手当

47.70900月分

令和元年度

手当の名称 主な支給対象業務及び支給対象職員

36人

具体的な内容

47.70900月分

勤続20年
勤続25年 28.0395月分

39.7575月分
47.70900月分

その他の加算措置

総付与日数 消化率
41.9%

47.7090月分

24.586875月分

12時00分～13時00分

－

始業
8時30分

47.7090月分

職員1人当たり支給年額 112千円

手当の種類

週休日
勤務時間の割振り

支給実績 3,345千円

土・日曜日17時15分
休憩時間

33.27075月分勤続25年

平均取得日数
15.4日

38時間45分

(令和元年度支給割合)

定年等

職員

本市 国
1人当たり平均支給額(令和元年度)

1,571,257円
－

(令和元年度支給割合)

職員数

A
35人

定年等

(加算の状況) (加算の状況)

給料

136,169千円
手当

52,524千円

区分

15.76%

期末・勤勉
手当

総費用に占める
職員給与費比率

B/A

職員の給与費

B
289,429千円

6,424千円

A
1,861,486千円

純損益又は
実質収支

233,172千円

勤続35年
33.27075月分

(支給率)
19.6695月分
自己都合(支給率)

職員1人当たり支給年額 184千円

1週間の勤務時間
終業

支給実績
平成30年度

区分

18,493千円
　定年前早期退職の特例措置　2～20%加算

最高限度額

一人あたり
給与費

B
243,687千円

給与費

19.6695月分
自己都合

54,994千円

計

職制上の段階、職務の級等による加算 職制上の段階、職務の級等による加算

　　期末手当　　　勤勉手当
　  2.60月分　　　1.9月分 　  2.60月分　　　1.9月分

総費用

育児休暇

総取得日数
10,084日

全対象職員数
653人

2人
18人

子の看護休暇

平成31年度

平成31年度

1時間

292千円
1種

1,000円
災害対策要員勤務手
当

宮古島市地域防災計画に基づく災害対策要
員として、勤務を命ぜられた職員

その他の加算措置

支給実績(令和元年度決算)

勤続35年
最高限度額

24.586875月分

支給単価

28.0395月分
39.7575月分

勤続20年



　(4) 介護休暇の取得状況(令和元年度)

　(5) 療養休暇の取得状況(令和元年度)

　(6) 職員の育児休業の取得状況(令和元年度)

5 職員の分限処分及び懲戒処分の状況
　(1) 分限処分(令和元年度)

　(2) 懲戒処分(令和元年度)

6 職員の服務の状況
　(1) 職務専念義務免除の状況(令和元年度)

※ 健康診断、人間ドック等は除いています。

　(2) 営利企業等従事許可制度の許可の状況(令和元年度)

7 職員の研修の状況
　(1) 研修の実施状況(令和元年度)

8 職員の福祉及び利益の保護の状況
　(1) 健康診断の状況（令和元年度)

　(2) 地方公務員災害補償状況(令和元年度)

接遇・コミュニケーション研修 100人

給与実務研修 2人

監督者第2部研修

降給

1人

認定件数

人間ドック
脳ドック

がんドック

内容
定期検診

業務改善（タイムマネジメント）研修

職員健康
診断

区分

通勤災害
公務災害

1人

受診者
432人

0件

181人
40人
4人

ロジカルコミュニケーション研修

行政法講座
1人
1人

認定件数

受講者数区分

処分者数

　区分

2人

新採用職員研修

許可件数

種　類
介護休暇

種　類

29人

病気休暇

種　類
育児休業
部分休業

　区分
0人

停職
1人

20人

取得者数
14人

減給

取得者数
0人

取得者数

0人

0件

0人

69人

2人

降任
0人

免職
　0人

備考

休職
8人 0人

戒告
0人

監督者第1部研修

許可件数

免職

問題解決・リーダーシップ研修 62人

処分者数



　休暇制度の概要

⑴

⑵
⑶
⑷
⑸
⑹
⑺
備考
1
2

3

休暇の範囲 期間

選挙権その他公民として権利を行使する場合 必要と認める日または時間

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方
公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認める日または時間

骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施
する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶
者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合
で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務
しないことがやむを得ないと認められるとき

必要な登録、検査、入院のため勤務しないこと
がやむを得ないと認められる期間

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢
献する活動（専ら親族に対する支援となる活動を除く。）を
行う場合

一の年において5日の範囲内の期間

職員が結婚する場合で、必要と認められる行事等を行う場合 連続する5日間

産前休暇
8週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）
以内に出産する予定である女性職員が申し出た
場合　出産の日までの申し出た期間

産後休暇
出産の日の翌日から８週間を経過する日までの
期間

生後１年に達しない子を育てる場合
1日2回以内で、1回につき30分以内又は1日1回
60分

職員が配偶者の出産のための看護、家事等に従事する場合
出産目10日以内及び出産後10日以内において、
3日を超えない範囲内で必要と認める期間

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の６週間前
の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの期間にあ
る場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に
達するまでの子（妻の子を含む。）を養育する職員が、これ
らの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められ
るとき

5日以内

中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その
子の看護（負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行う
ことをいう。）のため又はその子に予防接種若しくは健康診
断を受けさせる場合

1の年度において5日（子が2人以上の場合は10
日）の範囲内の期間

職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める
者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日
常生活を営むのに支障のある者（以下「要介護状態にある対
象家族」という。）の介護をする場合

1の年度において当該子が1人の場合　5日
2人以上の場合　10日

親族が死亡した場合
死亡した者 血族 姻族

　配偶者(婚姻の届け出
をしていないが婚姻関係
と同様な事情にある者を
含む。)

10日以内

父母 7日以内 3日以内
子 5日以内 1日
祖父母 3日以内 1日
孫 1日 －
兄弟姉妹 3日以内 1日
叔伯父母 1日 －

　生計を一にする場合は、血族に準じる。
　祖父母、叔父伯母を代襲相続し、かつ、
祭具等の継承を受ける場合は、7日とする。

　忌引き日数は、任命権者が承認した日か
ら計算する。なお、葬儀のため遠隔の地に
赴く必要がある場合には、定められた日数
を加算することができる。

父母、配偶者及び子の追悼のための行事を行う場合（15年以
内に限る。）

1日

夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は
家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認めら
れる場合

一の年度の6月から10月までの期間において、5
日の範囲内の期間



地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失
し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のた
め勤務しないことが相当であると認められるとき

7日の範囲内の期間

所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業
の全部又は一部の停止（台風の来襲等による事故発生の防止
のための措置を含む。）

必要と認められる期間

市長が必要と認めるとき　必要と認められる期間

旧盆当該日のうち1日（旧盆が土日にあたる場
合は無し）
旧十六日のうち半日（旧十六日が土日にあたる
場合は無し）
インフルエンザ・結膜炎に罹患した場合１の年
度に最大10日の付与（会計年度任用職員の
み)。

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により
出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認める期間

地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上
における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを
得ないと認められる場合

必要と認める期間

女性職員の生理 2日を超えない範囲内で必要と認める期間

妊娠中の女性職員が保健指導又は健康診断を受ける場合

　妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週か
ら満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分
娩までは1週間に1回とし、その都度必要と認め
られる期間

通信教育による面接授業への出席
50日を超えない範囲内で授業のため出席を必要
と認める期間


